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Ashikaga Yoshiki’s Debut Performance of Shō and Toyohara Muneaki  　　　　　　　　　
　The purpose of this paper is to identify the key fi gure（Shō-shihan）among those 
who hosted the ceremony of Shō-Hajimegi（debut   performance of Shō, a Japanese 
free reed musical instrument）for Ashikaga Yoshiki, the eleventh Shogun of the 
Muromachi bakufu. Some previous studies have mentioned Toyohara Muneaki as the 
master of the   ceremonyi, others Matsuki Munetsuna. This paper confi rms that it is 
the former who served as the Shō-shihan.
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は
じ
め
に

　

近
年
、
戦
国
期
の
室
町
幕
府
に
対
す
る
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る

）
1
（

。
応
仁
の
乱
後
、
急
速
に
そ
の
あ
り
方
を
変
え
て
い
っ
た
室
町
幕
府

や
足
利
将
軍
家
に
つ
い
て
は
、
長
く
、
歴
史
的
役
割
を
終
え
た
存
在
と
し
て
研
究
の
埒
外
に
置
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
あ
り
方
を
変

え
た
と
い
え
ど
も
、
戦
国
期
に
は
戦
国
期
な
り
の
歴
史
的
役
割
が
室
町
幕
府
や
将
軍
に
は
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
本
稿
で
取
り
扱
う
足
利
義
材
（
義
稙
）
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
研
究
の
俎
上
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

）
2
（

。

　

足
利
義
材
（
義
稙
）
に
つ
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
雅
楽
史
の
観
点
か
ら
の
言
及
が
目
立
つ
点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
三
島
暁
子
氏
は
「
義
材
（
義
稙
）
は
、「
笙
始
」
に
武
家
棟
梁
と
し
て
の
拠
り
所
を
求
め
る
と
同
時
に
、
天
皇
家
と
同
じ

笙
を
奏
す
る
こ
と
で
、
公
家
社
会
の
一
員
と
し
て
の
文
化
的
な
居
場
所
も
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
義
材
（
義
稙
）

に
と
っ
て
の
笙
が
「
武
家
棟
梁
と
し
て
の
拠
り
所
」
で
あ
り
、
同
時
に
「
公
家
社
会
の
一
員
と
し
て
の
文
化
的
な
居
場
所
」
で
あ
っ
た

と
す
る

）
3
（

。

　

一
方
で
中
原
香
苗
氏
は
「
義
尹
が
、
禁
裏
に
近
づ
く
手
段
の
一
つ
と
し
て
音
楽
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

彼
の
祖
先
で
あ
る
三
代
将
軍
義
満
は
、
音
楽
に
よ
っ
て
皇
室
に
自
ら
の
権
力
を
示
そ
う
と
し
、
中
で
も
笙
を
自
ら
の
「
政
治
権
力
の
強

化
の
た
め
」
に
用
い
た
。
義
尹
は
、
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
音
楽
に
接
す
る
と
い
う
意
味
で
は
義
満
に
な
ら
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ

は
、
皇
室
の
権
威
に
よ
る
自
ら
の
権
威
化
と
い
う
、
義
満
と
は
逆
の
志
向
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
義
材
（
義
稙
）
に
と
っ

て
の
笙
が
、「
禁
裏
に
近
づ
く
手
段
」
で
あ
り
、「
皇
室
の
権
威
に
よ
る
自
ら
の
権
威
化
」
す
る
手
段
で
あ
っ
た
と
す
る

）
4
（

。

　

三
島
氏
と
中
原
氏
に
よ
る
指
摘
に
つ
い
て
は
首
肯
す
る
部
分
が
多
い
も
の
の
、
い
ま
見
た
よ
う
に
、
義
材
に
と
っ
て
笙
が
い
か
な
る
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も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
意
味
づ
け
に
、
少
し
齟
齬
が
あ
る
。
何
よ
り
も
、
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
所
役
人
の
比
定
に
混
乱
が
見
ら

れ
る
の
で
、
改
め
て
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
本
稿
の
直
接
的
な
主
眼
は
、
将
軍
初
任
時
の
義
材
期
に
挙
行
さ
れ
た
笙
始
儀
に
つ
い

て
、
登
場
人
物
の
錯
綜
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

そ
の
た
め
の
作
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
特
に
意
識
し
た
い
の
は
、
義
材
笙
始
儀
が
、
ど
こ
ま
で
先
例
に
忠
実
で
あ
っ
た
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
義
材
は
近
江
出
陣
の
直
前
に
笙
始
儀
を
挙
行
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
義
材
笙
始
儀
が
歴
代
足
利
将
軍
の
笙
始
儀
の
な
か

で
も
特
異
で
あ
る
こ
と
は
、
三
島
氏
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
義
材
笙
始
儀
が
足

利
家
先
例
か
ら
全
く
自
由
な
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
計
画
実
行
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
義
材
笙
始
儀
と
足
利
将
軍
家
先
例
と
の
関
係
性
に

つ
い
て
も
十
分
に
意
識
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
便
宜
的
に
将
軍
初
任
時
は
「
義
材
」、
再
任
時
は
「
義
稙
」
の
名
を
用
い
る
。
ま
た
史
料
引
用
に
お
い
て
は
、

差
し
支
え
の
な
い
範
囲
で
割
注
な
ど
を
省
略
し
た
も
の
も
あ
る
。

　

一
、
足
利
義
材
の
笙
始
儀

　

本
章
で
は
、
将
軍
初
任
時
の
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
七
月
に
挙
行
さ
れ
た
義
材
笙
始
儀
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
内
容
を
確
認
す
る
。

　

ま
ず
、
義
材
笙
始
儀
に
関
す
る
同
時
代
史
料
で
、
比
較
的
詳
細
な
内
容
を
書
き
記
し
て
く
れ
て
い
る
『
山
科
家
礼
記
』
を
も
と
に
、

儀
礼
内
容
を
実
態
的
に
復
元
し
よ
う
。

　

ま
ず
は
、
六
月
一
七
日
条
。
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史
料
Ａ

　

 
飯
尾
筑
前
守
、
豊
筑
州
申
候
之
由
申
、
公
方
御
笙
始
事
被
申
候
、
来
七
月
ニ
如
先
規
申
沙
汰
之
由
候
也
、
着
座
之
事
、
本
所
御
参
之

由
候
、

被
申
候
由
候
也
、

　

義
材
近
臣
の
飯
尾
貞
連
は
豊
原
統
秋
か
ら
聞
か
さ
れ
た
伝
言
を
山
科
家
に
届
け
た
。
そ
の
内
容
と
は
「
義
材
様
の
笙
始
儀
は
七
月
中

の
挙
行
と
決
ま
っ
た
。
着
座
公
卿
に
つ
い
て
は
山
科
教
言
（「
本
所
」）
が
つ
と
め
る
よ
う
に
」
と
い
う
も
の
。
義
材
の
笙
始
儀
が
現
実

味
を
帯
び
つ
つ
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
伝
達
系
統
か
ら
し
て
義
材
の
笙
始
儀
で
は
、
豊
原
統
秋
が
実
務
に
お
け
る
実
質
的
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
身
分
上
、
地
下
の
豊
原
統
秋
か
ら
堂
上
の
山
科
家
に
直
に
指
示
を
出
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、
飯
尾
貞
連
が
間
に
入
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
翌
一
八
日
に
は
、
少
し
不
自
然
な
動
向
が
確
認
さ
れ
る
。

史
料
Ｂ

　

 

豊
筑
後
守
記
云
、
等 

 
建
武
元
年
七
月
廿
日

持
院
殿
御
時
着
座
無
之
、
御
笙
始
事
、
就
御
申
沙
汰
也
、
御
下シ

タ
メ目
、
御
調

シ
タ
ゝ
メ、
鹿
苑
院
御
時
教
言
卿
、
祥
雲
院
御

事
也
、
康
暦
元
年
二
月
廿
二
日
師
範
信
秋
、
普
広
院
殿
、
松
木
殿
着
座
、
東
山
殿
御
時
日
野
殿
御
着
座
、

　

ど
う
い
う
わ
け
か
、
豊
原
家
に
伝
わ
る
記
録
（『
體
源
鈔
』、
あ
る
い
は
そ
の
元
と
な
る
記
録
類
で
あ
ろ
う
か
）
を
も
と
に
「
着
座
」

に
関
す
る
先
例
が
調
査
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）。

　

さ
て
、
開
催
月
の
七
月
も
月
末
に
近
い
二
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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公
方
様
御
調

シ
タ
ゝ
メニ
豊
筑
後
守
被
参
候
、
狩
衣
シ
ロ
キ
文
シ
ヤ
ツ
ル
ヒ
シ
・
立カ

サ
ヲ
リ
テ
ナ
シ

烏
帽
子
・
絵
カ
キ
ヒ
タ
タ
レ
、
一
人
供
、
予
装
束
キ
せ
候
、

　

豊
原
統
秋
が
「
公
方
様
御
調
」
に
参
候
し
て
い
る
。「
調
」
に
は
「
し
た
た
め
」
と
振
ら
れ
て
い
る
の
で
、
意
味
と
し
て
は
「
準
備
」

で
あ
る
と
か
「
支
度
」
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
ろ
う
。
笙
始
儀
の
予
行
演
習
を
行
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
七
月
の
二
八
日
が
笙
始
儀
当
日
で
あ
る
。

史
料
Ｃ

　

 

公
方
様
今
夕
御
笙
始
於（

マ
マ
）州

殿
、
御
師
範
豊
筑
後
守
統
秋
、
葉
室
殿
申
沙
汰
、
着
座
ナ
シ
、
武
家
奉
行
飯
尾
筑
前
守
、
伝
奏
勧
修
寺

大
納
言
直
垂
ニ
テ
被
参
候
也
、
ア
サ
ヒ
参
候
也
、
筑
後
守
衣
冠
、
雑
色
二
人
、
笠
持
一
人
、
コ
シ
ウ
将
監　
　

志　
　

山
井
安
芸
子

狩
衣
、　

公
方
御
器　

禁
裏
ホ
ウ
ラ
イ
ニ
テ
被
遊
候
也
、

　

二
八
日
条
か
ら
わ
か
る
情
報
を
整
理
す
る
と
、ま
ず「
御
師
範
」は「
豊
筑
後
守
統
秋
」で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、六
月
一
七
日
条（
史
料
Ａ
）

で
は
い
っ
た
ん
山
科
言
国
に
決
ま
っ
て
い
た
は
ず
の
着
座
公
卿
に
つ
い
て
、「
着
座
ナ
シ
」と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。「
着

座
」
に
関
す
る
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
の
存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。

　

翌
二
九
日
は
笙
始
儀
参
賀
が
あ
っ
た
。

史
料
Ｄ
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一 

、
今
朝
公
方
様
御
笙
始
御
礼
ニ
御
太
刀
金
参
、
公
家
方
ハ
ツ
イ
タ
チ
ノ
御
人
数
、
葉
室
一
品
・
松
木
殿
・
中
山
〻
・
本
所
・
三
条
〻

・
飛
鳥
井
〻
・
ア
ノ
〻
・
伯
殿
、

　

一
、
豊
筑
後
守
今
日
衣
冠
ニ
テ
被
参
候
、
御
馬
・
御
太
刀
被
下
御
礼
候
也
、

　
　

山
井
因
幡
守
景
康
朝
臣
、
豊
近
江
守
繁
秋
朝
臣
・
山
井
安
芸
守
景
益
・
山
井
筑
前
守
景
兼
・
今
橋
大
夫
将
監
・
嶋
田
弾
正
景
音
、

　

こ
こ
で
は
、
豊
原
統
秋
が
笙
始
儀
参
賀
の
当
日
に
盛
装
に
て
室
町
殿
を
訪
ね
、
褒
美
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

統
秋
が
義
材
笙
始
儀
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
松
木
宗
綱
が
「
ツ
イ
タ
チ
ノ
御
人
数
」

と
し
て
参
賀
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
の
考
察
で
も
触
れ
る
。

　
『
山
科
家
礼
記
』
に
お
い
て
義
材
笙
始
儀
に
直
接
的
に
言
及
す
る
最
後
の
史
料
は
八
月
九
日
条
で
あ
る
。

　

豊
筑
州
ヘ
今
日
予
太
刀
金
ハ
公
方
御
楽
始
礼
、
百
疋
ハ
預
候
、
色
々
事
持
行
候
、
夕
飯
候
也
、

　

記
主
の
大
沢
久
守
が
「
公
方
御
楽
始
礼
」
に
つ
い
て
統
秋
に
対
し
て
太
刀
を
進
上
し
て
い
る
。
義
材
笙
始
儀
は
豊
原
統
秋
に
と
っ
て

の
祝
事
で
も
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
山
科
家
礼
記
』
を
も
と
に
足
利
義
材
の
笙
始
儀
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
本
稿
の
趣
旨
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
延
徳

三
年
七
月
二
八
日
に
挙
行
さ
れ
た
義
材
笙
始
儀
に
お
い
て
豊
原
統
秋
が
特
別
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、「
着
座
公
卿
」
に
つ

い
て
な
ん
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
に
、
そ
も
そ
も
笙
始
儀
は
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
政
治
的
意
味
が
あ
っ
た
の
か
に
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つ
い
て
考
え
た
い
。

　

笙
始
儀
を
遂
げ
た
延
徳
三
年
七
月
と
は
、
義
材
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
三
島
氏
が
注
目
し
た
よ
う
に

近
江
出
陣
の
直
前
の
時
期
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
な
ら
ば
、
近
江
出
陣
が
挙
行
さ
れ
た
の
は
義
材
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
期
で

あ
っ
た
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
義
材
の
将
軍
位

は
推
薦
者
で
あ
る
日
野
富
子
、
足
利
将
軍
家
家
長
の
足
利
義
政
、
実
父
足
利
義
視
の
支
持
・
後
見
に
よ
り
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
）
5
（

。
も
ち
ろ
ん
、
建
前
上
、
最
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
義
政
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
義
政
は
延
徳
二
年
に
死
去
し
、
足

利
将
軍
家
家
長
の
座
は
義
材
の
実
父
で
あ
る
義
視
に
移
る

）
6
（

。
し
か
し
、
そ
の
義
視
も
翌
年
正
月
、
つ
ま
り
義
材
笙
始
儀
が
挙
行
さ
れ
る

六
ヶ
月
前
に
兄
を
追
う
よ
う
に
世
を
去
っ
た

）
7
（

。

　

義
材
の
笙
始
儀
は
、
後
見
人
た
る
義
政
と
義
視
と
が
揃
っ
て
死
去
し
て
間
も
な
く
催
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
笙
始
儀
と
は
、
将
軍
と
し

て
の
存
在
感
を
世
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
る
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
前
将
軍
の
義

尚
の
例
と
比
較
し
て
み
た
い
。

　

義
尚
の
笙
始
儀
に
つ
い
て
、
三
島
暁
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

 

義
尚
の
「
笙
始
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
儀
式
で
用
い
る
笙
を
天
皇
家
か
ら
借
り
る
な
ど
し
て
お
り
、
戦
と
関
わ
る
「
笙
始
」
と
認
識

さ
れ
る
義
材
の
時
と
は
趣
を
異
に
す
る
の
で
あ
る

）
8
（

。

　

何
度
か
触
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、三
島
氏
は『
北
野
社
家
日
記
』延
徳
三
年
七
月
二
十
八
日
条
に「
公
方
様
御
笙
初
御
座
云
々
、

就
御
動
座
之
儀
也
、
御
代
々
如
此
」
と
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
義
材
の
笙
始
儀
を
近
江
出
陣
と
の
関
連
に
お
い
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、平
時
に
行
わ
れ
た
義
尚
の
笙
始
儀
と
は
異
質
な
も
の
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、私
見
で
は
、相
応
の
共
通
性
も
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

 

今
朝
豊
筑
後
守
使
ニ
山
崎
申
内
者
長
門
守
方
ヘ
下
也
、
予
方
へ
も
状
在
之
、
御
方
御
所
御
師
匠
事
治
定
ス
ル
間
、
祝
着
由
申
入
下

了
）
9
（

、

　

義
尚
の
笙
始
儀
に
つ
い
て
は
式
当
日
の
史
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
、実
際
に
挙
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
な
の
だ
が
、御
方
御
所
（
義

尚
）
の
「
御
師
匠
」
が
「
豊
筑
後
守
」
に
決
定
し
た
の
が
文
明
一
三
年
（
一
四
八
一
）
七
月
一
二
日
で
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
義
尚

の
笙
始
儀
は
文
明
一
三
年
に
行
う
べ
く
計
画
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

　

義
尚
の
場
合
、
父
親
で
あ
る
義
政
の
庇
護
下
で
長
期
的
な
展
望
の
も
と
将
軍
化
の
道
を
歩
ん
だ
の
で
、
や
や
長
め
の
ス
パ
ン
で
考
え

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
義
尚
は
一
〇
歳
に
も
満
た
な
い
年
齢
で
将
軍
に
就
任
し
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
は
実
権
を
有
さ

な
か
っ
た
。
そ
の
義
尚
が
義
政
の
庇
護
下
か
ら
自
立
し
は
じ
め
る
時
期
は
、概
ね
文
明
八
年
頃
ら
し
い
。
満
年
齢
だ
と
一
一
歳
な
の
で
、

早
熟
と
い
え
ば
早
熟
な
の
だ
が
、
き
っ
か
け
は
、
内
裏
（
後
土
御
門
天
皇
は
応
仁
の
乱
に
伴
い
室
町
殿
に
居
住
し
て
い
た
）
の
焼
亡
で

あ
る
。
こ
の
と
き
、
後
土
御
門
天
皇
、
義
尚
、
富
子
以
下
は
義
政
の
別
邸
に
避
難
し
た
の
で
あ
る
が
、
義
尚
は
更
に
伊
勢
貞
宗
邸
に
移

り
、
こ
れ
を
機
会
に
（
居
住
地
の
上
で
）
義
政
か
ら
独
立
し
た

）
10
（

。

　

こ
の
別
居
以
前
と
以
後
で
、
義
政
と
義
尚
の
関
係
性
に
変
化
が
訪
れ
る
。

　

今
日
武
家
参
賀
也
、
早
朝
参
室
町
殿
、
巳
下
刻
大
樹
羽
林
御
対
面

）
11
（

、
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内
裏
焼
亡
以
前
に
お
い
て
義
尚
（「
大
樹
」）
は
、
義
政
と
と
も
に
同
じ
場
所
（「
室
町
殿
」）
で
同
時
に
参
賀
を
受
け
る
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
焼
亡
以
後
の
文
明
一
〇
年
に
は
、
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。

　

 

早
旦
先
参
賀
小
河
殿
、
准
后
則
御
出
座
（
略
）
先
之
宰
相
中
将
殿
還
御
、
自
去
月
廿
八
日
御
逗
留
小
河
御
亭
故
也
、
仍
公
武
各
参
賀

宰
相
中
将
殿

）
12
（

、

　

義
政
邸
に
い
た
義
尚
は
月
初
御
祝
の
参
賀
を
受
け
る
た
め
、
急
い
で
自
邸
に
帰
宅
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
義
尚
は
、
義
政
邸

で
義
政
と
同
時
に
参
賀
を
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
立
場
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
別
居
後
、
義
尚
は
義
政
か
ら
独
立
し

た
別
個
の
存
在
と
し
て
社
会
的
に
定
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
義
政
と
の
別
居
が
始
ま
っ
た
文
明
八
年
こ
そ
が
義

尚
に
と
っ
て
自
立
へ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
少
し
ず
つ
将
軍
と
し
て
義
政
か
ら
独
立
し
た
存
在
へ
と
な
る
途
に
つ
い
た
と
い

え
る
。
笙
始
儀
が
行
わ
れ
た
文
明
一
三
年
は
、
文
明
八
年
か
ら
五
年
後
、
満
年
齢
で
一
六
歳
に
な
る
年
で
あ
り
、
義
尚
が
将
軍
と
し
て

自
立
す
る
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
行
事
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　

義
尚
と
義
材
を
比
較
し
て
み
る
と
、
笙
始
儀
は
将
軍
が
自
立
し
た
武
家
首
長
た
る
こ
と
を
社
会
に
対
し
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
期
に
挙
行
さ
れ
た
と
い
う
共
通
性
を
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　

足
利
義
材
は
延
徳
三
年
七
月
に
笙
始
儀
を
遂
げ
た
が
、そ
れ
は
将
軍
と
し
て
の
存
在
感
（
正
当
性
）
を
装
飾
す
る
と
い
う
意
義
を
持
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
義
尚
の
笙
始
儀
と
の
共
通
性
が
見
出
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
ひ
い
て
は
足
利
将
軍
家
の
伝
統
的
な
武
家

故
実
の
枠
組
に
収
ま
る
儀
礼
実
態
に
あ
っ
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
13
（

。
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二
、
足
利
義
材
と
豊
原
統
秋

　

前
章
で
取
り
上
げ
た
足
利
義
材
笙
始
儀
に
つ
い
て
は
、
一
つ
、
大
き
な
不
審
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
史
料
に
よ
っ
て
笙
師
範
の
記
載

に
異
同
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。

　

先
に
掲
げ
た
『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
七
月
二
八
日
条
（
史
料
Ｃ
）
に
は
、「

州
殿
」（
細
川
義
春
邸
）
に
お
い
て
、「
豊
筑
後

守
統
秋
」（
豊
原
統
秋
）
を
「
師
範
」
と
し
て
義
材
笙
始
儀
が
行
わ
れ
た
、
と
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
蔭
凉
軒
日
録
』
の
延
徳
三
年
七
月

二
八
日
条
に
よ
る
と
、「
相
公
始
被
遊
笙
、
松
木
殿
被
参
師
範
云
々
」
と
あ
り
、「
松
木
殿
」（
＝
松
木
宗
綱
）
を
「
師
範
」
と
し
て
笙

を
「
遊
」
ん
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
拾
芥
記
』
同
日
条
に
は
「
武
家
御
笙
始
、
御
師
範
峰
秋
也
」
と
あ
っ
て
、「
秋
」
の

通
字
か
ら
し
て
「
御
師
範
」
は
豊
原
「
峰
秋
」
な
る
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
義
材
笙
始
儀
の
笙
師
範
に
つ
い
て

は
、
史
料
に
よ
っ
て
「
松
木
宗
綱
」「
豊
原
峰
秋
」「
豊
原
統
秋
」
の
三
通
り
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
松
木
宗
綱

が
笙
師
範
で
あ
っ
た
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
と
い
う
の
も
、
足
利
将
軍
家
笙
始
儀
の
先
例
を
確
認
す
る
と
、
義
満
の
笙
師
範
は
豊
原

信
秋
で
あ
り

）
14
（

、
先
代
義
尚
の
笙
師
範
は
豊
原
統
秋
で
あ
っ
た

）
15
（

。
こ
の
よ
う
な
足
利
将
軍
家
の
先
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
、
笙
師
範

は
豊
原
氏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
16
（

。
ゆ
え
に
松
木
宗
綱
が
出
て
く
る
の
は
不
自
然
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
選
択
肢
か
ら
除
外
し
て
問

題
な
い
だ
ろ
う
（
こ
の
点
は
次
章
で
再
述
す
る
）。

　

と
な
る
と
、
次
に
解
決
す
べ
き
は
義
材
の
笙
師
範
を
務
め
た
の
が
、
豊
原
氏
の
中
で
も
統
秋
で
あ
っ
た
の
か
、
峰
秋
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
両
者
に
つ
い
て
系
図
史
料
を
確
認
し
て
み
る
。『
體
源
鈔
』
所
収
の
二
つ
の
系
図
に
よ
る
と
、「
豊
原
鳳
笙
相
伝　

朝
臣
」）

17
（

に
は
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遠
秋
の
子
、朝
秋
の
父
と
し
て「
峯
秋
」の
名
前
が
あ
る
の
に
対
し
、「
統
秋
」の
名
前
は
な
い
。
も
う
一
つ
の「
相
承
次
第

）
18
（

」に
は
、「
峰
秋
」

の
名
前
は
確
認
で
き
ず
、
他
方
、「
統
秋
」
は
、
茂
秋
の
弟
子
、
俊
秋
な
ど
の
師
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
さ
ら
に
三
島
暁
子
氏
に
よ

り
紹
介
さ
れ
た
東
山
御
文
庫
所
蔵
「
楽
師
豊
原
氏
系
図
抄

）
19
（

」
に
も
、「
峯
秋
」
が
な
く
、
重
秋
の
子
と
し
て
「
統
秋
」
の
名
前
が
確
認

さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
同
一
系
図
に
お
い
て
「
峯
秋
」
と
「
統
秋
」
が
同
時
に
登
場
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま

え
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
の
「
み
ね
【
峰
・
峯
・
嶺
】」
を
調
べ
て
み
る
と
、「
片
刃
の
刃
物
の
刃
の
反
対
側
の
厚
い
部
分
。

刀
剣
・
刃
物
な
ど
の
背
。
刀
背
。
む
ね
。」
と
あ
る
。「
み
ね
」
は
「
む
ね
」
の
意
を
持
ち
、
音
も
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情

報
を
総
合
す
る
と
、
豊
原
峯
秋
と
豊
原
統
秋
は
同
一
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
成
り
立
つ
。
右
記
の
諸
史
料
に
は
統
秋

の
父
を
「
茂
秋
」
と
書
く
も
の
と
「
重
秋
」
と
書
く
も
の
が
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
。

　

と
な
る
と
、
延
徳
三
年
の
義
材
笙
始
儀
の
笙
師
範
は
、
豊
原
統
秋
に
確
定
し
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
統
秋
が
義
材
笙
始
儀
に

お
い
て
実
務
の
中
心
的
立
場
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
褒
美
の
下
賜
に
預
か
っ
て
い
る
こ
と
は
前
章
で
復
元
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
義
材

笙
始
儀
の
笙
師
範
に
つ
い
て
直
接
の
考
察
対
象
と
な
り
う
る
素
材
は
以
上
に
尽
き
る
が
、
状
況
証
拠
に
よ
っ
て
、
笙
師
範
が
豊
原
統
秋

で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
を
、
さ
ら
に
確
実
な
も
の
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
統
秋
と
義
材
の
関
係
は
、
単
に
笙
始
儀
に

お
い
て
一
回
き
り
発
生
し
た
だ
け
の
儀
礼
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

前
章
で
、『
山
科
家
礼
記
』延
徳
三
年
六
月
一
八
日
条（
史
料
Ｂ
）を
掲
げ
て
、義
材
笙
始
儀
に
お
け
る
着
座
公
卿
の
先
例
調
査
に
あ
た
っ

て
豊
原
家
の
知
識
が
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
義
材
政
権
と
豊
原
統
秋
の
（
主
に
雅
楽
説
話
上
の
）
知
識
に
深

い
関
わ
り
の
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
義
材
笙
始
儀
直
後
の
時
期
、
笙
始
儀
と
同
じ
く
近
江
出
陣
に
向
け
て
の
一
連
の
政
治
的
作
業
の
一
環
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ

れ
る
が
、
豊
原
統
秋
が
「
御
器
小
笙
」
を
調
音
し
た
上
で
「
葉
室
殿
」
へ
「
進
上
」
す
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た

）
20
（

。「
葉
室
殿
」
は
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義
材
の
近
臣
中
の
近
臣
と
も
い
え
る
葉
室
光
忠
の
こ
と
を
指
す
の
で
、
統
秋
が
笙
を
進
上
し
た
相
手
は
義
材
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ

る
）
21
（

。

　

ま
た
、
義
材
と
笙
の
関
係
に
つ
い
て
先
駆
的
に
取
り
上
げ
た
中
原
香
苗
氏
が
考
察
の
主
対
象
と
し
た
『
舞
曲
之
口
伝
』
の
奥
書
は
、

次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

右
、
舞
曲
説
々
、
依
為
上
意
、
擇
之
所
進
上
也

　
　
　
　
　

永
正
第
六
暦
閏
八
月　

日　

従
四
位
下
行
前
筑
後
守
豊
原
朝
臣
統
秋

）
22
（

　

豊
原
統
秋
は
「
上
意
」
に
よ
っ
て
永
正
六
年
に
『
舞
曲
之
口
伝
』
を
撰
進
し
た
の
で
あ
る
が
、「
上
意
」
と
は
中
原
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
義
材
の
意
向
を
指
す
。
永
正
六
年
と
い
う
の
は
、
明
応
の
政
変
で
政
権
を
追
わ
れ
た
義
材
が
再
上
洛
を
果
た
し
将
軍
に
再
任
さ

れ
て
以
降
の
時
期
で
あ
る
。
義
材
と
豊
原
統
秋
に
は
、
初
任
時
の
義
材
政
権
時
代
に
お
い
て
も
、
再
任
時
の
義
稙
政
権
時
代
に
お
い
て

も
、
笙
を
介
し
た
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

特
に
、
再
任
時
義
植
政
権
期
に
お
け
る
統
秋
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
中
原
氏
が
『
舞
曲
之
口
伝
』
の
進
上
に
関
し
て
、
次
の
よ

う
に
結
論
づ
け
る
。

　

灌
頂
の
師
と
な
る
こ
と
は
、
楽
人
自
身
に
と
っ
て
も
、
家
に
と
っ
て
も
非
常
に
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
統
秋
も
そ
う
し
た
楽
人
の

一
人
と
し
て
、
将
軍
の
師
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
な
が
ら
も
、
灌
頂
の
師
と
い
う
栄
誉
に
浴
し
、
さ
ら
に
そ
の
地
位
を
ゆ
る
ぎ
な
い

も
の
に
す
る
べ
く
、『
舞
曲
之
口
伝
』
に
お
い
て
自
ら
の
存
在
を
強
く
主
張
し
て
い
る
と
い
え
る

）
23
（

。
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『
舞
曲
之
口
伝
』
は
再
任
時
義
稙
と
統
秋
の
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
の
だ

）
24
（

。
実
際
に
、
こ
れ
も
中
原
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
。

　
永
正
十
三
年

　

一（
合
点
）、
御
太
刀　

一
腰
金
、　
年
始
御
笙

始
之
御
礼　
　
　
　

豊
筑
後
守

　
同

　

一（
合
点
）、

御
太
刀　

一
腰
持
、　
同
儀
ニ
付

而
被
下
之　
　
　
　

同

　
同

　

一（
合
点
）、

御
太
刀　

一
腰
持
、　
於
御
新
造
御

笙
始
被
下
之　
　
　

同

　
同

　

一（
合
点
）、
御
太
刀　

一
腰
持
、　
被
下
之　
　
　
　
　

御
随
身

）
25
（
調
子
武
恒

　

永
正
一
三
年
、「
於
新
造
」
て
催
さ
れ
た
、「
年
始
御
笙
始
之
御
礼
」
と
し
て
「
豊
筑
後
守
」
に
対
し
、「
御
太
刀
」
が
下
賜
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
豊
筑
後
守
」
と
は
豊
原
統
秋
を
指
す
。
将
軍
再
任
後
も
笙
に
関
し
て
義
材
は
統
秋
を
重
用
し
て
い
た
。

　

豊
原
統
秋
は
笙
に
関
す
る
知
識
を
義
材
に
勘
進
す
る
こ
と
で
、
明
応
の
政
変
以
前
も
再
任
後
も
一
貫
し
て
義
材
（
義
稙
）
政
権
と
深

い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
性
を
鑑
み
た
と
き
、
義
材
笙
始
儀
の
笙
師
範
が
統
秋
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と

に
疑
問
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
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豊
原
統
秋
は
足
利
義
材
と
親
密
な
関
係
を
形
成
し
て
お
り
、
笙
始
儀
で
も
笙
師
範
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
豊
原
氏
が
笙
始

儀
で
笙
師
範
を
つ
と
め
て
き
た
と
い
う
足
利
家
歴
代
の
先
例
に
則
っ
た
人
選
で
も
あ
っ
た
。

三
、
足
利
義
材
と
松
木
宗
綱

　

前
章
、
前
々
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
義
材
笙
始
儀
で
豊
原
統
秋
が
笙
師
範
の
役
割
を
つ
と
め
る
と
い
う
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
材
笙
始
儀
に
お
い
て
、
な
ぜ
松
木
宗
綱
の
名
前
が
挙
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
宗
綱
と
義
材
の
関
係
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

前
掲
し
た
『
山
科
家
礼
記
』
の
延
徳
三
年
七
月
二
九
日
条
（
史
料
Ｄ
）
に
は
宗
綱
の
名
前
が
「
ツ
イ
タ
チ
ノ
御
人
数
」
と
し
て
記
さ

れ
て
い
た
。「
ツ
イ
タ
チ
ノ
御
人
数
」
と
は
、「
節
朔
衆
」
の
こ
と
で
、
武
家
昵
近
衆
の
別
称
だ
と
判
断
し
て
大
過
な
い

）
26
（

。
し
た
が
っ
て
、

松
木
宗
綱
は
武
家
昵
近
衆
で
あ
り
、
足
利
義
材
の
側
近
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　

尤
も
、
宗
綱
の
動
向
を
実
態
的
に
眺
め
て
み
る
と
、
葉
室
光
忠
を
代
表
と
す
る
公
家
社
会
に
お
け
る
義
材
近
臣
集
団
ほ
ど
熱
烈
な
与

党
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

是
日
、
武
家
出
陣
、
相
伴
実
門
并
右
府
密
々
見
物
、
大
概
記
之
、

　

先
奉
行
衆

　
（
略
）

　

公
家
衆
、
打
出
次
第
ニ
注
之
、
各
袖
ホ
ソ
、
コ
ハ
カ
マ
、
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葉
室
中
納
言
後
騎
忠
顕
、
俊
通
、
妙
法
院
後
騎
若
狭
法
橋
、
雅
俊
朝
臣
、

　

高
倉
黄
門
入
道
、　　
　

伯
卿
、　　
　
　

守
光
、

　

藤
兵
衛
督
高
倉
息
、　

　
　
　

若
王
子
、　　
　
　

日
野
中
納
言
、
後
騎
十
六
人

　

吉
田
神
主
兼
致
、

　

次
近
習
衆
山
徒
等

）
27
（

、

　

右
に
は
義
材
の
近
江
出
陣
に
従
軍
し
た
公
家
衆
の
面
々
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
宗
綱
の
名
前
は
確
認
さ
れ
な
い
。
義
材
と

一
蓮
托
生
と
い
え
る
ほ
ど
の
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
と
は
い
え
、
洛
中
に
お
け
る
政
治
的
場
面
に
お
い
て
は
、
一
貫

し
て
義
材
派
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
義
材
が
明
応
の
政
変
で
追
わ
れ
て
以
降
の
京
都
政
局
の
一
齣
を
見
て
み
よ
う
。

　

一
、
武
家
御
参
内
始
之
間
、（
略
）

　

一 

、
八
時
分
ニ宰

相
中
将御
昇
進
御
一
級
四
品
、
位
記
大
内
記
・
大
外
記
持
参
云
々
、
申
次
雅
綱
飛
鳥
井
宰
相

息
也

、
其
後
即
御
参　

内
、
御
勅
ロ
マ
テ

御
下
姿
御
コ
シ
、
御
直
垂
、
香
御
大
口
被
重
之

御
帷
カ
タ
ゝ
ゝ
紅
ス
チ
、
カ
タ
ゝ
ゝ
白

、
御
小
者
六
人
、
御
太
刀
ハ
キ
六
人
、
御
キ
馬
十
キ
ト
云
細々
川
阿
波
守
父
子
・
同
馬
頭
・
太
タ
チ
両
人
・

伊
勢
守
コ
マ
コ
三
人
、今
両
人
不
存
知
、可
尋
之
、、
参
会
衆
、

正
親
町
門
西
方
直
右
ヨ
リ
一
間
マ
ナ
カ
計
ア
ワ
イ
ヲ
置
也
、
西
上
北
面
、
侍
従
大
納
言
・
前
権
中
納
言
・
左
衛
門
督
・
中
山
中
納
言
・

勧
修
寺
中
納
言
・
予
言
│
・
甘
露
寺
中
納
言
・
三
条
中
納
言
・
藤
宰
相
・
飛
鳥
井
宰
相
・
菅
宰
相
・
頭
弁
守
光
朝
臣
・
賢
房
朝
臣
・

伯
二
位
・
尚
顕
・
高
光
日
野
・
雅
益
・
雅
綱
、
御
勅
盧
ニ
テ
御
装
束
メ
サ
ル
ゝ
也
、
内
々
下
姿
ニ
テ
、
藤
中
納
言
入
道
御
装
束
参

同
宰
相

御
衣

冠
下
ク
ゝ
リ
、
御
打
衣
カ
サ
ナ
ル
也
、
八
過
ニ
御
前
御
参
、
常
御
所
御
ヒ
サ
シ
ヨ
リ
也
、
御
供
雅
綱
御
劔
、
三
コ
ン
メ
ノ
召
出
、

先
規
衆
ニ
伝
奏　

三
条
中
納
言
・
飛
鳥
井
宰
相
・
守
光
朝
臣
・
高
光
、
参
会
衆
外
内
々
祗
候
、
近
臣
右
衛
門
督
・
按
察
・
為
学
朝
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臣
・
永
宣
朝
臣
等
也

）
28
（

、

　

義
材
に
代
わ
っ
て
将
軍
と
な
っ
て
い
た
義
澄
の
参
内
始
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
宗
綱
は
扈
従
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対

し
、
義
材
が
復
権
し
て
か
ら
の
参
内
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

 

今
日
室
町
殿
御
参
内
、
今
度
初
度
也
、
自
御
直
盧
長
橋
局

、
御
参
云
々
、
一
献
五
献
、
於
御
直
盧
又
有
五
献
、
此
時
参
会
人
々
被
召
出

之
云
々
、
如
年
始
御
参
内
、
御
平
鞘
御
進
上
計
也
、
勾
当
局
又
有
折
紙
云
々
、
御
共
雅
業
朝
臣
持
御
劔

、
藤
中
納
言
入
道
候
御
装
束
云
々
、

参
会
人
数

　
　

公
卿

　

中
御
門
新
大
納
言
宗
綱　

　
　
　

甘
露
寺
中
納
言
元
長

　

飛
鳥
井
中
納
言
雅
俊　

　
　
　
　

新
中
納
言
和
長

　

伯
二
位
忠
富　

　
　
　
　
　
　
　

左
大
弁
宰
相
守
光

　

三
条
宰
相
中
将
公
條　

　
　
　
　

尚
顕
朝
臣
左
大
弁
宰
相

伝
奏

　

季
綱
朝
臣
新
宰
相
中
将

阿
野

　
　
　
　
　

冬
光
朝
臣

）
29
（

新
宰
相

烏
丸
　

　

将
軍
に
再
就
任
し
た
義
材
の
参
内
に
宗
綱
は
扈
従
し
た
。
宗
綱
の
立
場
は
明
確
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
綱
に
対
す
る
義

材
の
姿
勢
も
、
ま
た
、
明
確
で
あ
る
。
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宗
綱
卿
也

　

 
准
大
臣
事
、
依
武
家
之
御
執
奏
、
雖
無
御
庶
幾
勅
許
云
々
、
武
家
儀
無
殊
由
緒
、
只
以
縁
強
申
入
云
々
、
数
年
在
伊
勢
国
、
近
日
為

此
望
上
洛
歟
、
無
忠
、
無
労
、
無
宿
所
、
不
可
説
之
、
借
屋
之
小
家
也
、
為
朝
為
官
尤
聊
爾
也
、
父
宗
継
卿
亜
相
興
八
代
中
絶
、
丞

相
十
余
代
中
絶
歟
、
可
謂
無
益
者
乎
、
非
一
品
者
不
可
然
之
由
有
沙
汰
、
先
敍
一
位
云
々
、
二
位
三
位
其
例
勿
論
也
、
永
享
二
資
国

卿
准
大
臣
宣
下
時
、
被
経
御
沙
汰
、
宣
下
ハ
存
日
分
、
応
永
十
二
年
也
、
正
三
位
也
、
准
大
臣
、
無
程
又
下
伊
勢
云

）々
30
（

、

　

宗
綱
は
松
木
家
と
し
て
十
代
ぶ
り
に
准
大
臣
を
与
え
ら
れ
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、
宗
綱
の
准
大
臣
勅
許
と
は
、
た
だ
で
さ

え
先
例
上
の
さ
ざ
波
が
起
き
う
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
加
え
て
、
宗
綱
が
伊
勢
に
下
国
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
無
忠
、
無
労
、
無
宿
所
」

と
し
て
非
難
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
破
線
部
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
実
現
し
た
背
景
に
は
義
材
の
強
引
な

推
挙
が
あ
っ
た
（
傍
線
部
）。
松
木
宗
綱
は
義
材
親
派
の
公
卿
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
宗
綱
が
義
材
の
近
臣
的
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
笙
と
縁
も
ゆ
か
り
も
な
け
れ
ば
、
笙
始
儀
に
関
す
る
記
載
に
名
前
が
出

て
く
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
、
宗
綱
と
笙
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
松
木
宗
綱
の
出
自
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

か
つ
て
拙
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

）
31
（

、
松
木
家
と
い
う
の
は
、
古
く
は
「
中
御
門
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
院
政
期
か
ら

雅
楽
に
ゆ
か
り
の
深
い
家
柄
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
松
木
家
の
運
命
が
変
わ
っ
た
の
は
鎌
倉
中
期
で
あ
る
。
そ
の
頃
、「
う
た
い
も
の
」

を
主
た
る
家
業
と
し
て
い
た
松
木
家
は
、
殿
上
淵
酔
な
ど
に
お
け
る
「
今
様
出
歌
」
の
担
当
を
綾
小
路
家
と
何
度
も
争
い
、
そ
し
て
敗

れ
た
。
結
果
、
鎌
倉
後
期
に
は
「
う
た
い
も
の
」
の
家
か
ら
脱
落
し
、
以
降
、
笙
の
家
へ
と
転
身
す
る
。
室
町
期
に
入
り
、
足
利
将
軍

家
が
笙
に
携
わ
る
よ
う
な
り
、
松
木
家
は
将
軍
家
と
の
関
係
を
笙
に
よ
っ
て
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
「
人
間
万
事

塞
翁
が
馬
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
重
要
な
の
は
松
木
家
の
家
格
が
羽
林
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
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じ
く
笙
を
通
じ
て
将
軍
家
と
の
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
豊
原
氏
は
、
あ
く
ま
で
地
下
楽
人
な
の
で
、
等
し
く
笙
を
家
業
と
し
て
い
て
も
、

松
木
家
と
豊
原
氏
と
で
は
家
格
が
絶
対
的
に
異
な
る
。
そ
ん
な
堂
上
貴
族
で
あ
っ
た
松
木
家
が
、
果
た
し
て
歴
代
に
わ
た
り
地
下
の
豊

原
氏
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
笙
師
範
の
座
を
争
う
だ
ろ
う
か
。

　

笙
に
関
す
る
儀
礼
的
場
面
に
つ
い
て
、
少
し
時
代
は
降
る
が
、『
二
水
記
』
を
紐
解
い
て
み
よ
う
。

　

 

今
日
御
灌
頂
也
、
戌
刻
許
出
御
于
朝
餉
間
、
奉
行
頭
中
将
重
親
朝
臣
参
進
、
巻
御
簾
押
張
退
下
、
次
山
科
宰
相
参
進
着
座
、
次
承
仰
、

召
奉
行
職
事
仰
云
、
御
師
範
令
参
上
歟
、
不
聞
、
頭
中
将
仰
六
位
召
之
、
藤
原
氏
直
出
殿
上
召
之
、
統
秋
朝
臣
、
依
召
則
参
上
、
経

孔
雀
間
之
前
、昇
打
板
着
座
、次
進
上
御
譜
、宰
相
取
之
献　

主
上
、次
統
秋
朝
臣
先
一
人
吹
序
訖
更
申
入
、此
時
主
上
被
遊
之
、段
々

畢
、
当
曲
破
二
反
有
之
、
此
時
御
同
楽
也
、
曲
了
統
秋
朝
臣
退
下
、
次
相
公
退
出
、
次
奉
行
取
絹
参
進
、
居
高
欄
下
、
統
秋
朝
臣
参
上
、

此
時
頭
中
将
懸
之
、
統
秋
朝
臣
懸
絹
於
左
肩
降
板
敷
、
二
拝
了
退
入
、
次
頭
中
将
参
進
、
垂
御
簾
退
下
、
此
後
於
御
学
問
所
有
内
々

御
対
面
、
申
次
頭
中
将
也
、
御
対
面
了
被
下
御
劔
、
同
有
折
紙
、
老
後
面
目
之
至
也
、
於
常
御
所
御
盃
儀
有
之
、
親
王
御
方
・
中
書

王
御
参
、
男
衆
有
召
出
如
朔
日

）
32
（

、

　

後
柏
原
天
皇
が
陵
王
荒
序
を
灌
頂
（
伝
授
）
さ
れ
た
と
き
の
様
子
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
伝
受
者
で
あ
る
後
柏
原
天
皇
以
外
に
、
三
名

の
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
ま
ず
は
奉
行
の
庭
田
重
親
で
、
御
簾
の
開
閉
や
指
示
の
伝
達
、
禄
物
下
賜
の
仲
介
な
ど
雑
務
に
従
事
し
て

い
る
（
破
線
部
）。
二
人
目
は
、「
御
師
範
」
の
豊
原
統
秋
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
統
秋
が
実
際
に
曲
を
伝
授
し
て
い
る
こ
と
は
傍
線
部

に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
も
う
一
人
、
山
科
言
綱
が
「
参
進
着
座
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

と
き
の
言
綱
に
は
、
譜
面
を
天
皇
に
献
上
し
た
以
外
、
特
に
目
立
っ
た
役
割
は
な
か
っ
た
（
波
線
部
）。
こ
の
よ
う
に
見
届
け
人
的
な
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性
格
を
持
つ
参
席
者
が
、
室
町
期
に
お
け
る
将
軍
家
や
天
皇
家
の
笙
に
関
す
る
儀
礼
的
場
面
に
は
必
ず
登
場
し
て
お
り
、「
着
座
公
卿
」

と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

）
33
（

。

　

こ
の
着
座
公
卿
は
、
家
格
と
し
て
は
羽
林
家
が
相
応
し
い
（
後
述
）。
ゆ
え
に
宗
綱
が
関
わ
り
う
る
役
割
は
笙
師
範
で
は
な
く
着
座

公
卿
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
宗
綱
自
身
は
着
座
公
卿
と
し
て
適
任
の
立
場
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
足
利
義
教
の
笙
始
儀
で
あ
る
。

　

 

将
軍
御
笙
始
今
夜
御
沙
汰
、
将
軍
御
小
直
衣
着
御
、
御
師
重
秋
狩
衣
、
着
座
中
納
言
宗
継
卿
直
衣
、
只
一
人
着
座
、
御
座
敷
御
会
所

南
向
南
広
縁
ニ
畳
小
文
、
一
枚
敷
宗
継
卿
着
之
、
南
簀
子
円
座
一
枚
敷
之
、
重
秋
着
、
萬
歳
三
手
仕
之
、
次
将
軍
被
遊
云
々
、
毎
事

被
任
鹿
苑
院
殿
御
例
云

）々
34
（

、

　

一
覧
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
義
教
笙
始
儀
に
お
い
て
は
、
笙
師
範
を
豊
原
重
秋
が
、
そ
し
て
着
座
公
卿
を
宗
綱
の
父
親
に
あ
た
る
松

木
宗
継
が
つ
と
め
て
い
る
。
先
例
か
ら
も
松
木
宗
綱
は
着
座
公
卿
と
し
て
相
応
し
い
人
物
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
彼
の
名
前
は
、

着
座
公
卿
に
関
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

義
材
笙
始
儀
で
松
木
家
の
宗
綱
の
名
前
が
挙
が
っ
た
の
は
着
座
公
卿
と
の
関
わ
り
の
中
で
の
話
で
あ
り
、
豊
原
氏
の
統
秋
が
つ
と
め

た
笙
師
範
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
義
材
笙
始
儀
は
先
例
通
り
の
順
当
な
人
選
の
も
と
挙
行
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
各
史
料
に
よ
っ
て
情
報
が
錯
綜
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
錯
綜
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

義
材
笙
始
儀
に
お
い
て
は
着
座
公
卿
に
関
す
る
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
第
一
章
で
指
摘
し
た
が
、
こ

の
ト
ラ
ブ
ル
こ
そ
が
、
各
史
料
で
記
載
が
錯
綜
し
た
主
要
因
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
前
掲
し
た
『
山
科
家
礼
記
』
の
延
徳
三
年
六
月
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一
七
日
条
（
史
料
Ａ
）
に
は
、「
着
座
公
卿
を
山
科
言
国
が
つ
と
め
る
よ
う
に
」
と
の
指
示
が
飯
尾
筑
前
守
よ
り
伝
達
さ
れ
た
と
あ
っ

た
も
の
の
、
同
じ
く
七
月
二
八
日
条
（
史
料
Ｃ
）
を
読
む
と
、
な
ぜ
か
本
番
で
は
「
着
座
ナ
シ
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
何
が

起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
何
度
か
触
れ
た
よ
う
に
『
山
科
家
礼
記
』
の
六
月
一
八
日
条
（
史
料
Ｂ
）
に
は
、
着
座
公
卿
決
定
の
翌
日
、
豊
原
統
秋
が
歴

代
将
軍
の
着
座
公
卿
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
。

　

尊
氏
…
無
し

　

義
満
…
山
科
教
言

　

義
教
…
松
木
宗
継

　

義
政
…
日
野
勝
光

　

こ
こ
で
挙
が
っ
て
い
る
、
山
科
・
松
木
・
日
野
と
い
う
三
家
は
前
二
者
が
羽
林
家
で
日
野
家
は
名
家
で
あ
る
。
羽
林
家
と
名
家
は
、

と
も
に
大
納
言
を
極
官
と
す
る
家
格
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
同
格
と
い
え
る
。
着
座
公
卿
と
は
、
名
家
や
羽
林
と
い
っ
た
家

格
か
ら
選
ば
れ
る
所
役
な
の
で
あ
る
。
先
に
羽
林
家
の
松
木
宗
綱
が
豊
原
氏
と
同
じ
役
職
を
争
う
と
は
考
え
が
た
い
の
で
宗
綱
が
望
ん

だ
の
は
着
座
公
卿
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
が
、
本
史
料
か
ら
も
そ
の
推
測
は
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

と
も
あ
れ
、『
山
科
家
礼
記
』
の
六
月
一
七
、一
八
日
条
、
七
月
二
八
日
条
の
内
容
か
ら
、
着
座
公
卿
に
関
す
る
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル

の
顛
末
を
推
測
し
て
み
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。
ま
ず
、
当
初
、
着
座
公
卿
は
義
満
笙
始
儀
で
の
先
例
が
あ
る
山
科
家
の
言
国
に
決

定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
（
六
月
一
七
日
条
）。
し
か
し
、
そ
れ
に
不
満
を
持
っ
た
松
木
宗
綱
が
日
頃
か
ら
親
し
く
仕
え
て
い
た
義
材
に



56

石原比伊呂

抗
議
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
を
受
け
て
、
先
例
の
調
査
が
命
じ
ら
れ
（
六
月
一
八
日
）、
山
科
家
に
も
松
木
家
に
も
同
等
の

正
当
性
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
先
例
上
の
優
劣
が
な
か
っ
た
の
で
、
山
科
言
国
と
松
木
宗
綱
の
、
ど
ち
ら
の
面
目
も

潰
さ
な
い
た
め
、
落
と
し
ど
こ
ろ
と
し
て
「
着
座
ナ
シ
」
と
い
う
尊
氏
の
先
例
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
義
材
笙
始

儀
の
着
座
公
卿
は
、
本
来
な
ら
山
科
言
国
が
つ
と
め
る
は
ず
だ
っ
た
と
こ
ろ
、
義
材
の
近
臣
で
あ
っ
た
松
木
宗
綱
の
横
や
り
に
よ
っ
て

「
着
座
ナ
シ
」
と
な
っ
た
と
い
う
顛
末
が
想
定
さ
れ
る
。

　

松
木
宗
綱
を
「
師
範
」
と
記
し
た
の
は
『
蔭
凉
軒
日
録
』
の
作
者
で
あ
る
亀
泉
集
證
で
あ
っ
た
。
禅
僧
の
集
證
は
、
お
そ
ら
く
笙
に

関
す
る
将
軍
家
故
実
に
疎
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
笙
始
儀
所
役
の
人
選
に
関
す
る
騒
動
を
耳
に
し
た
集
證
は
、
着
座
公
卿
と
笙
師

範
を
混
同
し
、
情
報
を
整
理
し
き
れ
な
い
ま
ま
自
ら
の
理
解
に
基
づ
き
筆
記
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
集
證
の
誤
記
こ

そ
、
笙
師
範
に
関
す
る
情
報
錯
綜
の
正
体
だ
ろ
う
。『
蔭
凉
軒
日
録
』
を
無
視
す
れ
ば
、
笙
師
範
に
つ
い
て
何
ら
疑
問
は
発
生
し
な
い
。

義
材
笙
始
儀
は
、
松
木
宗
綱
が
着
座
公
卿
を
争
い
、
豊
原
統
秋
が
笙
師
範
を
つ
と
め
た
。
そ
れ
は
家
格
と
所
役
の
対
照
上
、
不
自
然
な

こ
と
で
は
な
い
。や
は
り
、義
材
笙
始
儀
は
足
利
将
軍
家
の
伝
統
的
な
武
家
故
実
の
枠
組
に
収
ま
り
う
る
一
面
を
持
つ
儀
礼
実
態
に
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
豊
原
統
秋
と
松
木
宗
綱
と
い
う
二
人
の
廷
臣
に
注
目
し
つ
つ
義
材
笙
始
儀
に
お
け
る
不
審
点
を
考
え
て
き
た
。
統
秋
と
宗

綱
、
こ
の
二
人
の
う
ち
、
義
材
政
権
を
考
え
る
キ
ー
マ
ン
は
、
豊
原
統
秋
だ
と
思
わ
れ
る
。
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一
、
飯
尾
肥
前
殿
出
来
候
、
豊
筑
州
達
智
門
御
器
被
持
来
候
也
、
拝
見
候
也
、
此
間
御
小
袖
の
御
か
ら
ひ
つ
ニ
被
入
之

）
35
（

、

　

近
江
出
陣
の
数
日
前
、
義
視
は
「
達
智
門
」
な
る
笙
器
を
取
り
寄
せ
、「
御
小
袖
」
と
同
じ
唐
櫃
に
添
え
置
い
た
。
達
智
門
と
は
足

利
家
伝
来
の
レ
ガ
リ
ア
と
も
い
え
る
楽
器
で
あ
る
が
、
そ
の
達
智
門
を
義
材
の
も
と
に
搬
入
し
た
の
が
豊
原
統
秋
で
あ
っ
た
。
義
材
の

将
軍
と
し
て
の
正
当
性
顕
示
に
豊
原
統
秋
は
少
な
か
ら
ず
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
将
軍
に
再
任
さ
れ
て
か
ら
の
義
稙
と
の
関
係
に
お
い
て
は
「
変
黒
」
な
る
笙
器
に
関
す
る
説
話
が
『
體
源
鈔
』
巻
四
に
記
さ
れ

て
い
る
。
箇
条
書
き
で
プ
ロ
ッ
ト
を
示
す
と
、

　

・
永
正
六
年
秋
の
あ
る
日
、
将
軍
家
に
一
管
の
笙
が
届
け
ら
れ
た
の
で
、
豊
原
統
秋
に
素
性
を
調
べ
さ
せ
た
。

　

・
楽
器
の
正
体
は
、「
変
黒
」
で
あ
っ
た
。

　

・
そ
の
「
変
黒
」
を
、
後
柏
原
天
皇
（「
当
今
」）
に
進
上
し
た

　

と
い
っ
た
感
じ
に
な
る
。
ど
う
も
、足
利
家
に
ま
つ
わ
る
名
器
に
は
豊
原
統
秋
の
影
が
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
見
で
は
、

「
達
智
門
」「
変
黒
」
こ
そ
、
初
任
時
義
材
や
再
任
時
義
稙
の
政
権
構
想
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
と
睨
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ

の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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（
1
）
浜
口
誠
至
『
在
京
大
名
細
川
京
兆
家
の
政
治
史
的
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
）
な
ど
。

（
2
）
山
田
康
弘
『
中
世
武
士
選
書　

第
33
巻　

足
利
義
稙
〜
戦
国
に
生
き
た
不
屈
の
大
将
軍
』（
戎
光
祥
出
版　

二
〇
一
六
）。

（
3
）
三
島
暁
子
「
将
軍
が
笙
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
」（『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
楽
人
の
室
町
音
楽
史
』　

二
〇
一
二
、
初
出
二
〇
一
〇
）、
一
四
四
頁
。

（
4
）
中
原
香
苗
「
豊
原
統
秋
撰
『
舞
曲
之
口
伝
』
考
」（
伊
井
春
樹
編
『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
』
第
二
集　

和
泉
書
院　

一
九
九
九
）、
二
九
四
頁
。

（
5
）
池
亨
『
戦
国
大
名
と
一
揆
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
九
）、
六
二
頁
。

（
6
）『
後
法
興
院
記
』
延
徳
二
年
一
月
七
日
・
八
日
条
。

（
7
）『
後
法
興
院
記
』
延
徳
三
年
一
月
八
日
条
。

（
8
）
三
島
前
掲
注
（
３
）
論
文
、
一
四
三
頁
。

（
9
）『
言
国
卿
記
』
文
明
一
三
年
七
月
一
二
日
条
。

（
10
）『
実
隆
公
記
』
文
明
八
年
一
一
月
一
三
日
条
／
『
長
興
宿
禰
記
』
文
明
八
年
一
一
月
二
二
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
八
編
之
九
、一
一
八
頁
）。

（
11
）『
実
隆
公
記
』
文
明
七
年
一
月
四
日
条
。

（
12
）『
兼
顕
卿
記
』
文
明
十
年
二
月
一
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
八
編
之
一
〇
、三
〇
五
頁
）。

（
13
）
足
利
将
軍
家
に
お
け
る
笙
始
儀
の
意
義
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
足
利
家
に
お
け
る
笙
と
笙
始
」（『
日
本
歴
史
』
七
六
六　

二
〇
一
二
）。

（
14
）『
愚
管
記
』
永
和
五
年
二
月
九
日
条
。

（
15
）『
言
国
卿
記
』
文
明
一
三
年
七
月
一
二
日
条
。

（
16
）
詳
し
く
は
三
島
暁
子
「
豊
原
縁
秋
考
」（『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
楽
人
の
室
町
音
楽
史
』　

二
〇
一
二
、
初
出
一
九
九
七
）
な
ど
。

（
17
）
同
前
。

（
18
）『
體
源
鈔
』
十
三
所
収
「
相
承
次
第
」。
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（
19
）
三
島
暁
子
「
笙
の
家
「
豊
原
」
の
両
流
に
つ
い
て
」（『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
楽
人
の
室
町
音
楽
史
』　

二
〇
一
二
、
初
出
二
〇
〇
七
）。

（
20
）『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
七
月
一
七
日
条
。

（
21
）
設
楽
薫
「
足
利
義
材
の
没
落
と
将
軍
直
臣
団
」（『
日
本
史
研
究
』
三
〇
一　

一
九
八
七
）。

（
22
）『
大
日
本
史
料
』
九
編
之
一
、九
四
七
頁
）。

（
23
）
中
原
前
掲
注
（
4
）
論
文
、
二
九
八
頁
。

（
24
） 

尤
も
、
中
原
氏
は
松
木
宗
綱
と
豊
原
統
秋
と
に
競
合
が
あ
っ
た
と
い
う
前
提
の
も
と
、
統
秋
が
自
ら
の
地
位
に
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
状
況

を
想
定
し
て
い
る
が
、本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
将
軍
の
師
と
し
て
の
地
位
」
を
こ
の
段
階
の
統
秋
が
こ
と
さ
ら
に
「
強
く
主
張
」
す
る
必
要
が
あ
っ

た
と
は
考
え
難
い
。
統
秋
の
心
境
を
忖
度
す
る
に
し
て
も
、
や
や
大
袈
裟
に
過
ぎ
る
印
象
を
拭
え
な
い
。

（
25
）『
殿
中
申
次
記
』（『
大
日
本
史
料
』
九
編
之
六
、一
五
三
頁
）。

（
26
）
瀧
澤
逸
也
「
室
町
・
戦
国
期
の
武
家
昵
近
公
家
衆
」（『
国
史
学
一
六
二
』
一
九
九
七
、
二
二
頁
）。

（
27
）『
後
法
興
院
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
条
。

（
28
）『
言
国
卿
記
』
文
亀
二
年
七
月
一
二
日
条
。

（
29
）『
実
隆
公
記
』
永
正
五
年
七
月
二
一
日
条
。

（
30
）『
宣
胤
卿
記
』
永
正
一
五
年
八
月
三
〇
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
之
八
、一
四
七
頁
）。

（
31
）
拙
稿
「
鎌
倉
後
期
〜
室
町
期
の
綾
小
路
家
」（『
日
本
歴
史
』
七
〇
九　

二
〇
〇
七
）。

（
32
）『
二
水
記
』
大
永
三
年
一
二
月
二
五
日
条
。

（
33
） 「
着
座
公
卿
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
足
利
義
満
の
笙
と
西
園
寺
実
兼
の
琵
琶
」（
中
島
圭
一
編
『
十
四
世
紀
の
歴
史
学
―
新
た
な
時
代
へ
の
起

点
―
』
高
志
書
院　

二
〇
一
六
）。
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（
34
）『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
五
年
七
月
二
九
日
条
。

（
35
）『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
四
日
条
。
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